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○
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
七
十
三
号

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
一
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
耐
火
性
能
検
証
法
に
関
す
る
算
出
方
法
等
を
定
め
る
件
等
の
一
部

 

を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

 

国
土
交
通
大
臣　

斉
藤　

鉄
夫　
　

 

耐
火
性
能
検
証
法
に
関
す
る
算
出
方
法
等
を
定
め
る
件
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

 

（
耐
火
性
能
検
証
法
に
関
す
る
算
出
方
法
等
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

耐
火
性
能
検
証
法
に
関
す
る
算
出
方
法
等
を
定
め
る
件
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
三
十
三
号
）

 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
第
一
項
中
「
第
百
八
条
の
三
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
百
八
条
の
四
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
の
表

中
「
第
百
八
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
百
八
条
の
四
第
三
項
」
に
、
「
第
百
八
条
の
三
第
四
項
」
を
「
第
百
八
条
の

 

四
第
四
項
」
に
改
め
る
。

 

第
二
中
「
第
百
八
条
の
三
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
百
八
条
の
四
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
三
第
一
項
中
「
第
百
八
条
の
三
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
百
八
条
の
四
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
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号
イ

中
「
第
百
八
条
の
三
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
百
八
条
の
四
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

(２)
 

第
四
第
一
項
中
「
第
百
八
条
の
三
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
百
八
条
の
四
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

 

第
五
中
「
第
百
八
条
の
三
第
五
項
第
二
号
」
を
「
第
百
八
条
の
四
第
五
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

（
建
築
物
の
定
期
調
査
報
告
に
お
け
る
調
査
及
び
定
期
点
検
に
お
け
る
点
検
の
項
目
、
方
法
及
び
結
果
の
判
定
基
準

並
び
に
調
査
結
果
表
を
定
め
る
件
及
び
建
築
設
備
（
昇
降
機
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
報
告
に
お
け
る
検
査
及
び
定

期
点
検
に
お
け
る
点
検
の
項
目
、
事
項
、
方
法
及
び
結
果
の
判
定
基
準
並
び
に
検
査
結
果
表
を
定
め
る
件
の
一
部
改

 

正
）

第
二
条　

次
に
掲
げ
る
告
示
の
規
定
中
「
第
百
二
十
八
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
百
二
十
八
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め

 

る
。

一　

建
築
物
の
定
期
調
査
報
告
に
お
け
る
調
査
及
び
定
期
点
検
に
お
け
る
点
検
の
項
目
、
方
法
及
び
結
果
の
判
定
基

準
並
び
に
調
査
結
果
表
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
八
十
二
号
）
別
表
第
一
四

の
項

十
六

 

及
び

の
項
並
び
に
同
表
五

の
項
及
び

の
項

二
十
三

二
十
四

二
十
七

二　

建
築
設
備
（
昇
降
機
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
報
告
に
お
け
る
検
査
及
び
定
期
点
検
に
お
け
る
点
検
の
項
目
、

事
項
、
方
法
及
び
結
果
の
判
定
基
準
並
び
に
検
査
結
果
表
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百 

八
十
五
号
）
別
表
第
二
一

の
項
、

の
項
、

の
項
、

の
項
、

の
項
か
ら

の
項
ま
で
、

の
項
、

十
一

十
五

十
八

二
十
三

二
十
五

三
十
二

(九)

 

三
十
六

三
十
七

四
十
一

四
十
三

四
十
六

四
十
九

の
項
、

の
項
、

の
項
、

の
項
、

の
項
及
び

の
項



- 3/4 -

（
建
築
基
準
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
建
築
物
の
主
要
構
造
部
の
構
造
方
法
等
を
定
め
る
件
の
一
部

 

改
正
）

第
三
条　

建
築
基
準
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
建
築
物
の
主
要
構
造
部
の
構
造
方
法
等
を
定
め
る
件
（

 

平
成
二
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
第
八
項
中
「
耐
火
構
造
又
は
令
第
百
八
条
の
四
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
該
当
す
る
」
を
「
令
和

元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九
十
三
号
第
一
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
第
二
の
規
定
に
適
合
す
る
」
に

 

改
め
る
。
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附　

則

こ
の
告
示
は
、
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
九
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和

 

六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


